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 グループ化の取組 

１ 



 グループ化を行わない理由 

調査によれば、グループ化を検討したことが無い事業者が３５３社（約８割）、今後グループ化する考え
が無い事業者が３０２社（約７割）と高い割合となっている。その主な理由は、経営方針、財務状況や船
員の雇用条件が異なることとなっている。また、メリットが分からない、管理レベルが低いとの意見もある
ところ。 

平成２１年１０月、内航海運事業者２，４４９社（オペレーター７０３社、オー
ナー１，７４６社）に対しアンケート調査を実施、４５８社から回答を得た。 

日本海事センター「内航船舶管理の効率化及び安全性の向上に関する調査」より 
２ 



 グループ化のメリット（数値的シュミレーション） 

調査によれば、一杯船主が複数の船社とグループ化を行うことにより、予備員の削減が可能という結果調査 れ 、 杯船 複数 船社 グ 化を行う り、予備員 削減 可能 う結果
が出ているところ。３社、６社のグループ化においては、船員の乗船周期を３カ月乗船し１カ月の休暇を
与えることにより、３名の乗組員に対し１名の予備員がつくことにより効率よく３名の休暇対応をこなすこ
とができ、理想の配乗計画が組める。 

日本海事センター「内航船舶管理の効率化及び安全性の向上に関する調査」より 
３ 



 共有建造制度 

１ (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」）と海運事業者が費用を分担して船舶を共有建造１．(独)鉄道建設 運輸施設整備支援機構（以下「機構」）と海運事業者が費用を分担して船舶を共有建造 
２．竣工後は、機構と事業者との共有とした上で事業者が使用・管理 
３．機構が負担した建造資金は、事業者が共有期間（旅客船７年～15年、貨物船10年～15年）を通じて、毎 
  月、船舶使用料として支払い 
４ 共有期間満了時に、機構持分の残存簿価（機構分担額の10％）を事業者が機構から買い取ることにより、

機構の技術支援 

４．共有期間満了時に、機構持分の残存簿価（機構分担額の10％）を事業者が機構から買い取ることにより、 
  当該船舶の所有権が事業者に完全に移転 

共有建造制度のスキーム 

①船舶の設計の審査 

②船舶建造中の工事監督 

発
注
・

支
払
い

機 
構 

共同建造契約 決
定
   
竣

事 
業 
者 

～
 

③共有期間中の船舶のメンテナンスサポート 

主な政策誘導の内容
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主な政策誘導の内容

○ スーパーエコシップ 
  →事業金利０．８％軽減 
 

○ CO2排出量16％削減船

  機構持分  
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   →事業金利０．３％軽減 
 

○ 二重船殻構造等を有するタンカー、 
  大型のRORO船、コンテナ船等 
事業金利０ ２％軽減
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○ 離島航路に就航する船舶 
   →事業金利０．１％軽減 
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 内航海運税制 

減等 境負荷 減 資 航船舶 普 促進 船舶 特 償 度 ＣＯ２やＮＯｘの排出削減等の環境負荷低減に資する内航船舶の普及を促進するため、船舶の特別償却制度を２年間延
長し、特定事業用資産の買換等の場合の課税の特例措置を３年間延長する。 

政策目標：

［現行］ ［結果］ 

○ 特別償却制度（環境トップランナー支援） 
高度環境低負荷船  高度環境低負荷船

 ・ 内航省エネ船・新造船の普及に 
  よるＣＯ２排出量削減 
（3年間で約3.3万㌧→5年間で約5.6万㌧） 

   
内航船舶の老齢船割合の減少

高度環境低負荷船

18％ 
（ＳＥＳ、12％ＣＯ２排出削減船） 
 

環境低負荷船 
16％

高度環境低負荷船

 18％ 
（ＳＥＳ、16％ＣＯ２排出削減船） 
 

環境低負荷船 
16％

・２年間の延長 
・設備要件の見直し 

・ 内航船舶の老齢船割合の減少 
（現状72％→3年後に69％→5年後に68％） 

16％
   （8％ＣＯ２排出削減船） 

16％
   （12％ＣＯ２排出削減船） 

圧縮記帳 80％

・３年間の延長 
・設備要件の付加（新造船） 
   及び見直し（中古船） 

圧縮記帳 80％

○ 買換特例制度（新造船等への代替、船価高騰時の建造促進） 

圧縮記帳 80％ ・船齢要件の付加（中古船） 圧縮記帳 80％

地球温暖化対策のための税（石油石炭税の税率の上乗せの特例） におけるモーダルシフト等の推進、公共交通の利用促進に資する事業等
に係る特例措置の創設等 
国内の海運の燃料への「地球温暖化対策のための課税の特例」（石油石炭税の税率の上乗せの特例）に係る免税・還付措置を創設 
併せて、物流・交通の省エネ化のための方策などを実施 

【現行】  （新設） 
 
【結果】  内航運送用船舶及び遊覧船を除く一般旅客定期航路事業用船舶に利用される重油・軽油について、特例により石油石炭税に上乗 
               せされる部分の免税・還付（平成25年3月31日まで） ５ 



 自動車単体対策～環境性能に優れた自動車に対する優遇税制～ 

６ 


